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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は11月1日㈫から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

支
給
額

４
万
円
（
１
世
帯
年
度
１
回
）、

在
宅
介
護
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業
利
用
券

２
枚

申
問
介
護
保
険
証
、
振
込
口
座
が
分
か
る

も
の
を
持
ち
、
市
役
所
１
階
高
齢
者
支

援
課
に
直
接
／
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か

ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー
カ

ー
行
為
な
ど
女
性
を
巡

る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
を
専
用
電
話
で
相
談

で
き
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

日
11
月
18
日
㈮
〜
24
日
㈭
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
７
時
（
19
日
㈯
・
20
日
㈰
・
23

日
㈷
は
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

専
用
電
話

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８

１
０

問
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
４
８
‐
８
５
９
‐
３
５
０
７

浄
化
槽
の
法
定
検
査
は
お
済
み
で
す
か
？

浄
化
槽
は
年
１
回
の
法
定
検
査
（
浄
化

槽
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認

検
査
）
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

費
５
千
円
（
家
庭
用
・
10
人
槽
以
下
）

問
一
般

社
団

埼
玉
県
環
境
検
査
研
究
協
会

☎
０
４
８
‐
７
７
８
‐
８
７
０
０

厚
生
労
働
省
・
生
活
の
し
づ
ら
さ
に

関
す
る
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

障
害
児
・
者
の
福
祉
を
改
善
す
る
た
め

に
生
活
の
し
づ
ら
さ
に
関
す
る
調
査
を
実

施
し
ま
す
。
調
査
員
証
を
所
持
し
た
調
査

員
が
対
象
地
区
で
調
査
に
伺
い
ま
す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

FAX
２
９
９
８
‐
１
１
４
７

還
付
金
詐
欺
に
注
意
！

市
役
所
職
員
を
か
た

り
、「
累
積
医
療
費
の

払
戻
し
が
あ
り
ま
す
。」

と
の
詐
欺
電
話
が
多
発

し
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
還
付
金
が
戻
る
は
詐

欺
で
す
。

問
所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６
‐
０
１
１
０

郵
送
時
期
（
予
定
）

▼
令
和
４
年
１
月

１
日
〜
９
月
30
日
に
納
付
し
た
方
…
11

月
上
〜
中
旬
▼
10
月
１
日
〜
12
月
31
日

に
今
年
初
め
て
納
付
の
方
…
５
年
２
月

上
〜
中
旬

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０
‐
０
０
３
‐
０
０
４
（
０
５
０
で
始

ま
る
電
話
か
ら
は
☎
０
３
‐
６
６
３
０

‐
２
５
２
５
／
月
〜
金
曜
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
７
時
、
第
２
土
曜
午
前
９
時

30
分
〜
午
後
４
時
／
第
２
土
曜
以
外
の

土
・
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

11
月
は
い
じ
め
撲
滅
強
調
月
間

い
じ
め
を
受
け
て
い
た
り
、
い
じ
め
に

気
が
付
い
た
り
し
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず

相
談
・
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

よ
い
子
の
電
話
教
育
相
談

▼
18
歳
以
下

…
♯
７
３
０
０
ま
た
は
☎
０
１
２
０
‐

８
６
‐
３
１
９
２
▼
保
護
者
…
☎
０
４

８
‐
５
５
６
‐
０
８
７
４
▼
メ
ー
ル
相

談
…

soudan@
spec.ed.jp

問
県
・
青
少
年
課

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
２
９
０
７

障
害
者
用
駐
車
場
は
必
要
な
方
の
た
め

に
空
け
て
お
き
ま
し
ょ
う

障
害
者
用
駐
車
場

は
、
車
い
す
の
方
や

体
の
不
自
由
な
高
齢

者
、
障
害
の
あ
る
方

な
ど
が
車
の
乗
り
降

り
が
し
や
す
い
よ
う

に
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
必
要
な
方
が
駐

車
で
き
る
よ
う
に
、

そ
れ
以
外
の
方
は
駐
車
し
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

問
県
・
福
祉
政
策
課

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
３
９
１

特
定
在
宅
高
齢
者
介
護
手
当

（
旧
・
ね
た
き
り
老
人
等
介
護
者
手
当
）

対
市
内
で
要
介
護
４
以
上
の
高
齢
者
と
同

居
し
、
在
宅
で
介
護
を
し
て
い
る
方

◎
要
介
護
者
が
直
近
１
年
間
に
▼
６
カ
月

連
続
し
て
要
介
護
４
以
上
▼
入
院
、
施
設

入
所
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
が
月
７
泊

以
内
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

な
い
場
合
も
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

５
年
度
（
４
年
中
の
収
入
）
の
申
告
書

は
、
５
年
１
月
下
旬
に
郵
送
予
定
で
す
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
６
４

11
月
の
休
日
漏
水
修
繕
当
番
店

24
時
間
（
当
日
午
前
８
時
30
分
〜
翌
日

午
前
８
時
30
分
）
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

当
番
店
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
所
沢
市
管
工
事
業
協
同
組
合
☎
２
９
２

２
‐
６
１
８
５
FAX
２
９
２
２
‐
９
６
１

４過
労
死
を
ゼ
ロ
に

11
月
は
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間

「
過
労
死
等
」
と
は
、
業
務
で
の
過
重

な
負
荷
に
よ
る
脳
・
心
臓
疾
患
や
、
強
い

心
理
的
負
荷
に
よ

る
精
神
障
害
を
原

因
と
す
る
死
亡
や

疾
患
の
こ
と
で
す
。

過
労
死
へ
の
理
解

を
深
め
、
過
労
死

ゼ
ロ
を
実
現
し
ま

し
ょ
う
。

問
厚
生
労
働
省
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進

室
☎
０
３
‐
５
２
５
３
‐
１
１
１
１

（
内
線
５
５
８
３
）

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
郵
送

日
本
年
金
機
構
か
ら
年
末
調
整
や
確
定

申
告
に
必
要
な
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

一
部
の
業
務
を
行
い
ま

す
。
詳
細
は
市
HP
（

休
日

開
庁
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日 
11
月
12
日
㈯
・
26
日
㈯
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
０
時
30
分

場
市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
並
木
除
く
）
、
上
下
水
道
局
庁
舎

問
経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

１
‐
１
０
８
０

11
月
２
日
㈬
は
緊
急
地
震
速
報
訓
練

午
前
10
時
ご
ろ
、
防
災
行
政
用
無
線
か

ら
緊
急
地
震
速
報
の
訓
練
放
送
が
流
れ
ま

す
。
屋
内
で
は
机

な
ど
の
下
に
、
屋

外
で
は
安
全
な
場

所
で
頭
を
守
る
な

ど
の
訓
練
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

◎
気
象
条
件
・
地
震
な
ど
に
よ
り
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
危
機
管
理
室
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

市
税
の
納
期
限

11
月
30
日
㈬
は
国
民
健
康
保
険
税
（
５

期
）
の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

市
・
県
民
税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

令
和
４
年
度
（
３
年
中
の
収
入
）
の
申

告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
、
11
月
中
旬

に
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す
。
届
い
た
方
は
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
３
年
中
に
収
入
が

お
知
ら
せ

掲
載
情
報
は
10
月
20
日
時
点

の
も
の
で
す
。
内
容
変
更
の
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
HP

や
各
問
い
合
わ
せ
先
で
最
新

情
報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

日 当番店 電話番号
3日㈷ ㈲本田技管 2948-1300
5日㈯ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228
6日㈰ ㈲北田住設工業 2942-0020
12日㈯ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228
13日㈰ ㈲本田技管 2948-1300
19日㈯ ㈲サンワ管工 2998-5844
20日㈰ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228
23日㈷ ㈲本田技管 2948-1300
26日㈯ ㈱楽々 2923-4900
27日㈰ ㈱ドルクス 2001-1807

11
月
９
日
㈬
〜
15
日
㈫
は

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す

い
時
季
で
す
。
火
災

を
起
こ
さ
な
い
、
起

き
た
と
き
に
も
死
傷

者
を
減
ら
し
被
害
を

最
小
限
に
抑
え
る
た

め
に
、
期
間
中
は
消

防
車
両
が
市
内
を
巡

回
し
ま
す
。

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
点
検
を
お
忘
れ

な
く

電
池
の
寿
命
の
目
安
は
約
10
年
で
す
。

点
検
ボ
タ
ン
を
押
す
か
点
検
ひ
も
を
引
っ

　電力・ガス・食料品などの価格高
騰による負担増をふまえて、特に影
響の大きい住民税非課税世帯などを
支援します。

給付額　１世帯当たり５万円
問同給付金コールセンター☎0120-
944-065（午前9時～午後5時15
分／土・日曜、祝日、年末年始除く)

▲▲市HP（
住 民 税 非
課税世帯）

対 世帯全員の令和4年度住民税均
等割が非課税の世帯

確認書などを受理し、審査後に支給決定通知書で支給日を通知

対 予期せず家計が急変し、4年1月から12月ま
でに世帯全員のそれぞれの1年間の収入見
込み額が住民税非課税相当となった世帯

申 11月中旬ごろから順次届く確認書
を返信

申 申請書と添付書類を郵送で提出
◎詳細は同給付金コールセンターにお問い合わせく
ださい。

ぱ
っ
て
、
正
常
に
作
動
す
る
か
定
期
的
に

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
埼
玉
西
部
消
防
局
予
防
課

☎
２
９
２
９
‐
９
１
２
１

狂
犬
病
予
防
注
射

動
物
病
院
で
の
狂
犬

病
予
防
注
射
済
票
の
交

付
期
間
を
11
月
30
日
㈬

ま
で
延
長
し
ま
す
。
詳

細
は
市
HP
（

狂
犬
病
）、

生
活
環
境
課
ま
た
は
動

物
病
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
費
用
は
病

院
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０


